
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
            夏休みの分会訪問で出た疑問や質問、ご意見・ご要望に、答えています。 

どうぞご覧になって、ご意見やご要望があれば島尻支部までお申し出ください。 
 
 

[Ｑ] 同世代の加入者が少なく、なかなか加入に踏み切れないのですが？ 

〈Ａ〉  残念ながら、確かに組合の加入者は 50 代が中心で、20～40 代の方々の加入が少ないです。

でもこれからの生活のことを考えると、20～40 代の方々こそ組合加入し、賃金

や諸権利の維持を図っていかなければならないはずです(現在、賃金カットや諸権利

の廃止が提案されている)。2012 年度実施の労働協約締結制の下、今の組合組織率では

賃金や労働条件の切り下げが危惧されます(臨時採用職員を含め組織率が 50％を超え

ないと交渉権がない)。そうならないようまず組合に加入し、同世代の友人・同僚にも声を

掛け組合の輪を広げられたらいかがでしょうか。 
 

 

 

※ 正規採用教職員での組織率。臨時採用教職員を含めるともっと低い数値になる。 
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沖教組 

 さる 10 月 16 日(金)に島尻教育会館(みなーの)で、朗読集団「やまびこ」の表現読みの 

公演と実技研修が行われました。行き帰りは雨がどしゃ降りで小学校の地区陸上大会と日程 

が重なるなどの悪条件でしたが、２５名の参加のもと充実した分科会になりました。 

 低・中・高学年に別れての表現読み実技研修では、各自アクセント等に悪戦苦闘(？)しな 

がらも和気あいあいと教材を読むことができました。また、参加者全員での発声練習や読み 

合わせも楽しくできました。もちろん、「やまびこ」の公演は素晴らしく、皆うっとりと聞き 

惚れていました。島尻支部以外に那覇支部や中頭支部からの参加者もおり、本当は島尻支部 

の参加者がもっといたらと感じました。ぜひ 10 月 24 日(土)の分科会には、多くの方が参

加されることを願っています。 

  
 
 
 
１０月２９日(木) 午後４時受付で、 

場所は、島尻教育会館(みなーの)です。 
 

  今年の講演は、映画「さんかく山のマジル―」の中江 裕司監督です！ 

楽しく元気が出る話が聞けるかと思います。誘いあってご参加ください。 

 

疑問・質問 Q&A 



  
 
 

 

 
 

 

                                     
 

支部・本部の役員も一緒に行きます！ ぜひ、学校現場から、１人でも２人でも足を運んで、 
 

実際に教育長と話しましょう。    みなさん一人一人の声が大きな力になります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

日時 ： 第１回目～１０月２３日(金) 午後６時 

第２回目～１１月 ２日(月) 午後６時 

場所 ： 島尻教育会館(みなーの) 
 

※ 人事異動はとても大切です！ぜひ参加しましょう！ 
 

 
 

 

 

 過重労働軽減 労安委設置  過重労働軽減 労安委設置 

糸満市 採択 採択 南風原町 継続審議 審議未了 

豊見城市 継続審議 議員配布 八重瀬町 採択 継続審議 

南城市 継続審議 継続審議 与那原町 採択 継続審議 
 

※ 継続審議のところが多いようです。10 月 15 日(木)には、島尻地区 PTA 連合会に要請の

協力依頼も行ってきました。採択目指して頑張りたいと思います。 
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去る 10 月 16 日(金)に県教育庁へ「人事異動要求書」を手交してきました。今年度から人事異動要領の一部

改訂が行われるそうです。人事異動は、異動後の勤務や生活に大きく影響します。事前にしっかり学習し、

自分の希望に合った良い異動ができればそれに越したことはありません。沖教組は、民主的かつ公正な人事

を求めて活動しており、教職員の生活権を守るために全力でがんばっています！ 

 人事異動調書の書き方、人事異動要領に基づいた異動調書提出の条件など、知らないために不利益

を被った事例が過去にあります。これからも被る恐れがあります。もちろん、そういうことがない

ように県教育庁にも「人事異動要求書」で申し入れていますが、教職員各自が事前にしっかり学習

し、そうならないようにすることも大事です。もし適正でないことがあれば、すぐ組合に申し出る

ことで解決できる場合があります。人事異動について個人では交渉できません。組合なら県教育庁

と交渉できます。ただ、一旦内示が出た後は、よほどのことがないとなかなか人事異動は変更でき

ません。ですから人事異動学習会に参加するなど事前にしっかり学習しましょう！ 

沖教組では、人事異動について相談に乗ります。 

調書の書き方もていねいにお教えします。 

声をあげよう！届けよう！ 

過重労働軽減＆労安委設置の要請です。 


